
 

品川区教育振興基本計画（素案）に係るパブリックコメントの実施について 

 

１ 計画の概要 

  教育振興基本計画は、教育基本法の理念を実現し、教育振興施策の総合的・

計画的な推進を図ることを目的とし、同法第 17 条に基づき国は義務として、

地方公共団体は努力義務として策定する行政計画である。 

区では、これまで推進してきた教育改革「プラン 21」や「品川教育ルネサ

ンス」により構築した土台を用いながら、教育を取り巻く最近の動向を踏ま

えた新たなビジョンのもとに取り組む教育施策の方針および目指す姿を総合

的・体系的に示すグランドデザインとして品川区教育振興基本計画の策定に

向け検討を進めてきたところである。この度作成した素案について、区民へ

公表するとともにパブリックコメントを実施する。 

 

２ 計画策定の経過 

  学識経験者、関係団体に所属する者、保護者、学校教育関係者、校長・園

長を委員とする策定委員会を設置し、3回の会議を開催した。 

・第 1回  令和 6年 4 月 26 日（金） 

 ・第 2回  令和 6年 6 月 14 日（金） 

 ・第 3回  令和 6年 8 月 1 日（木） 

 

３ 計画（素案）の内容 

  別紙のとおり 

 

４ パブリックコメントの実施 

 ・広 報 誌 広報しながわ 10 月 11 日号掲載 

・期  間 令和 6年 10 月 11 日（金）から 11 月 10 日（日）まで 

 ・閲覧場所 庶務課、区政資料コーナー、地域センター、図書館 

 

５ 今後の予定 

（１）令和 6年 12 月 第 4 回品川区教育振興基本計画策定委員会 

           ・パブリックコメントの結果報告、審議 

（２）令和 7年 2 月 第 5 回品川区教育振興基本計画策定委員会 

           ・最終審議 

（３）令和 7年 3 月 教育委員会において計画を決定 

           広報誌・ホームページにて公表 

令 和 6 年 9 月 2 5 日 
文 教 委 員 会 資 料 
庶 務 課 



品川区教育振興基本計画の概要
計画の基本概要

■計画の位置づけ
・教育基本法第17条第2項に基づき策定する教育振興のための施策に関する基本的な計画

■計画策定の趣旨
・国や都がウェルビーイングの視点を踏まえたを教育振興基本計画を新たに策定している
・区においても、これまでの教育改革を通じて構築してきた教育環境を土台としながら、

みんなのウェルビーイングが実現した「笑顔でつながる共生社会」を目指すための
教育分野における「グランドデザイン」として本計画を策定する

■計画の対象範囲
・幼児教育、学校教育、家庭教育支援、文化財、図書館

■計画期間
・令和7年度から令和11年度（5年間）

計画策定のポイント
■「品川区版 学びの羅針盤 2030」を作成・活用（P.26-27参照）
・OECDが2019年に、2030年を目標としてウェルビーイングの実現を目指す子どもたちの

学びの枠組みを「ラーニング・コンパス 2030」として公表

児童・生徒は、学びから得た力を羅針盤として活用し、自分自身も共生社会の
担い手として周囲の人々とともに「みんなのウェルビーイング」を目指していく

「品川区版 学びの羅針盤 2030」イメージ図

・OECDが図表として示した「ラーニング・コンパス」を再構築し、「品川区版 学びの
羅針盤 2030」として活用する

本計画の施策体系
（P.29参照）
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品川区教育振興基本計画 

品川区教育ビジョン 
 

 

 

 

 

 

（素案） 
 

  

 

 

 

 

 

 

2025（令和７）年３月 

品川区教育委員会 
  

本計画書には、音声コード「Uni-Voice」が印刷されています。 

専用アプリ等で読み取ると、音声で内容が確認できます。 

【留意事項】 

・現在策定支援業務受託者による校正作業中 

 （完成した素案は各委員へ後日配付予定） 

・紙面デザインはパブリックコメント実施後に反映 
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第１章 総論 
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１ 計画策定の趣旨 
今日の社会はめまぐるしく変化しています。将来の予測が困難なVUCA（※1）の時代におい

て、少子化、人口減少、高齢化、地球規模課題、低い労働生産性、国際競争力の低下、国や社

会に対する意識の低下など、私たちの目の前には様々な課題が存在しています。政府は、こ

うした時代認識のもと、2040年以降の社会を見据え、「持続可能な社会の創り手の育成」と「日

本社会に根差したウェルビーイングの向上」を基本方針に掲げた「第４期教育振興基本計画」

を2023（令和５）年度に策定しました。 

東京都教育委員会は、国の計画を受けて、「東京都教育ビジョン（第５次）」を同年度に策

定し、未来を切り拓く「人」の育成、共生社会の実現、誰一人取り残さない社会の実現に資す

る教育政策を打ち出しました。 

品川区教育委員会（以下「区教育委員会」という。）はこれまで、「品川区教育大綱」の基本

理念である「共に はぐくみ つなぐ 教育都市しながわ」の実現に向けて、質の高い教育環境

の整備を進めるとともに、学校・家庭・地域が共に支え合い、成長していく社会づくりを進

めてきました。学校教育においては独自の改革に取り組んできましたが、この学校教育改革

に終わりはなく、社会の動きに常に目を向けながら、子どもたちが未来を切り拓く力を身に

つけることのできる教育環境の実現に向けて継続的に改善していく必要があります。 

そこで、国と東京都が新たに示した教育政策の方向性を参酌しつつ、品川区（以下「区」と

いう。）を取り巻く社会情勢の変化、学校教育をめぐる現状と課題、これまでの成果を踏まえ

た上で、みんなのウェルビーイングが実現した「子どもたちの笑顔でつながる共生社会」を

目指し、「品川区教育振興基本計画」（以下「本計画」という。）を新たに策定しました。 

２ 計画の目的 
本計画は、区教育委員会が所管する就学前教育、学校教育、家庭教育支援、文化財、図書館

に関する施策を推進するためのビジョンと、その実現に向けた方針および計画期間における

施策の目指す姿を明らかにするものです。 

所管 内容 就学前 小学生 中学生 

就学前教育 区立幼稚園における教育    

学校教育 区立学校における教育    

家庭教育支援 家庭における教育の支援    

文化財 区内の文化財の保護・活用に関する事業 

図書館 区立図書館の運営に関する事業 

 

                                                      
1 Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）の頭文字をとった、

将来予測が困難な状態を指す造語。 
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ウェルビーイングとは （国の「第４期教育振興基本計画」より抜粋） 

 

 身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きが

いや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むもの。 

 個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、社会が持続的に良い状態であることを含む包

括的な概念。 

ウェルビーイングと学力は対立的に捉えるのではなく、個人のウェルビーイングを支える要素

として学力や学習環境、家庭環境、地域とのつながりなどがあり、それらの環境整備のための施

策を講じていくという視点が重要である。 

ウェルビーイングが実現される社会は、子供から大人まで一人一人が担い手となって創ってい

くものである。社会全体のウェルビーイングの実現に向けては、個人のウェルビーイングが様々

な場において高まり、個人の集合としての場や組織のウェルビーイングが高い状態が実現され、

そうした場や組織が社会全体に増えていくことが必要となる。子供たち一人一人が幸福や生きが

いを感じられる学びを保護者や地域の人々とともにつくっていくことで、学校に携わる人々のウ

ェルビーイングが高まり、その広がりが一人一人の子供や地域を支え、更には世代を超えて循環

していくという在り方が求められる。 

 

国の「第４期教育振興基本計画」は文部科学省ホームページで公表しています。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/index.htm 

 

▼教育とウェルビーイング（文部科学省「第４期教育振興基本計画（リーフレット）」） 

 

二次元 

コード 

https://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/index.htm
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３ 計画の位置づけ 
本計画は、教育基本法第17条第２項の規定に基づいて策定しており、区における教育振興

のための施策に関する基本的な計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の策定・推進にあたっては、国及び東京都の「教育振興基本計画」を参酌するとと

もに、区で定める「品川区基本構想」、「品川区長期基本計画」、「品川区教育大綱」および関連

分野の個別計画等との調和と連携を図るものです。 

 

▼教育振興基本計画 位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育基本法（抜粋） 

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する

施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これ

を国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振

興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

品川区 
教育委員会 

教育目標・基本方針 教育振興基本計画 

国・都 

教育基本法 

【都】教育振興基本計画（東京都教育ビジョン） 

【国】教育振興基本計画 

品川区 品川区長期基本計画 

品川区基本構想 

相互連携 

品川区教育大綱 
根拠法令：地方教育行政の組織及び
運営に関する法律 

参 酌 
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４ 区の教育大綱、教育目標・基本方針の概要 

（１）品川区教育大綱 

「品川区教育大綱」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

に基づき、地方公共団体の長が、地域の実情に応じ、教育、学術および文化の振興に関する

総合的な施策の大綱を定めるものです。 

区は、同法が2015（平成27）年４月に施行されたことを受け、2016（平成28）年４月に総合

教育会議を設置し、「品川区教育大綱」を策定しました。その後、2020（令和２）年４月に区

の最上位の行政計画である「品川区長期基本計画」が策定（改訂）されたことを受け、同計画

と整合を図るとともに、近年の社会経済状況等の変化を踏まえた内容とするため、2021（令

和３）年２月に改訂しました。 

教育大綱（区の教育の目標や施策の根本的な方針） 2021（令和３）年２月改訂 

基本理念「共に はぐくみ つなぐ 教育都市しながわ」 

方針１ 就学前教育の充実 方針４ 生涯学習・スポーツの充実 

方針２ 学校教育の充実 方針５ 文化・芸術の振興 

方針３ 青少年教育の充実  

 

（２）品川区教育委員会の教育目標および基本方針 

区教育委員会は、区立学校の目指すべき姿の指針を示す「品川区教育委員会教育目標およ

び基本方針」を定めています。これは「品川区教育大綱」の基本理念との調和を図り、「品川

区長期基本計画」に定める区の目指す姿を学校教育の場でどのように実現するかという具体

的目標としての役割も有しています。 

その後、2020（令和２）年４月の「品川区長期基本計画」の策定（改訂）、国の「第４期教

育振興基本計画」の考え方や区の児童・生徒を取り巻く状況の変化等を踏まえ、2024（令和

６）年４月に改訂しました。 

教育目標（品川区立学校の目指すべき姿の指針） 2024（令和６）年４月１日適用 

＜目的＞ 品川区教育委員会は、誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会

の実現に向け、子どもたちが持続可能な社会の担い手として、心身ともに健康で知性

と感性に富み、人間性豊かに成長し、希望に満ちた未来を自ら切り拓いていけるよう、

以下の教育目標を定める。 

＜目標＞ ○ 豊かな心を育み、人権を尊重するための教育の推進 

○ 確かな学力の育成 

○ グローバル社会における人材の育成 

○ 学校・家庭・地域の連携・協働による教育力の向上 

○ 生涯学び、活躍できる環境の整備 

 



 

6 

音声コード 音声コード 

基本方針（品川区長期基本計画および教育目標を踏まえた、教育施策の実施方針） 

2024（令和６）年４月１日適用 
 
１ 豊かな心を育み、人権を尊重するための教育の推進 

日本国憲法および教育基本法の精神とともに、人権尊重都市品川宣言の考え方を基本に、教育活

動全体を通じてあらゆる偏見や差別をなくし、子どもたち一人ひとりが、かけがえのない人間とし

て尊重されるよう、人権教育を推進する。 

（１）人権尊重の理念を広く定着させ、同和問題をはじめ、子ども、女性、高齢者、障害のある

人、外国人、性自認などの人権に関するあらゆる偏見や差別をなくし、人権課題の正しい理

解と認識を深められるよう学習機会の充実に努め、差別意識の解消を図る。 

（２）子どもたちが、他国の文化や人種・民族および宗教の違いを正しく理解・尊重し、国際協

力、人道問題・平和問題などに信念をもって対応できる能力を身に付けられるよう、工夫し

た教育活動を展開する。 

（３）いじめ根絶宣言の考え方を基本に、いじめの未然防止・早期発見・早期解決を図るととも

に、非行や不登校など様々な問題に迅速・的確に対応する。また、学級等における良好な人

間関係を形成するため、教職員と児童・生徒との信頼関係に基づく一人ひとりの人権感覚の

向上に努める。 

（４）体罰根絶宣言の考え方を基本に、子どもに対する体罰が、いかなる理由があろうと決して

許されない人権侵害行為であるという認識の下、子どもの尊厳を重んじ、人間尊重の精神に

基づいた教育を推進する。 

（５）全ての教育活動を通じて、子どもたちが豊かな人間性を育むことができるよう、自ら考え、

学び、自他の命の大切さを尊重し、「生きる力」とともに「生き抜く力」を養うことのできる

教育環境の整備に努める。 

 

２ 確かな学力の育成 

子どもたちが、自主・自立の志をもち、自信に満ちた人生を創造できるよう、一貫教育を推進し、

基礎的・基本的な知識・技能の習得および思考力・判断力・表現力等の育成、学びに向かう力、人間

性等を育むとともに、個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実を図る。また、義務教育

と就学前教育との接続を滑らかにし、成長・発達に応じた基本的な生活習慣の定着を図る。 

（１）各学校は、義務教育９年間を見通した教育目標を定め、９年間で目指すべき児童・生徒像

の達成に向け、一貫教育を推進する。 

（２）多様で変化の激しい社会に対応できるよう、学習内容・指導方法等を工夫・改善し、子ど

もたちの基礎的・基本的な知識および技能の定着、向上を図るとともに、問題解決的な学び

を重視し、次代を担う人材が身に付けるべき資質と能力の伸長を図る教育を推進する。 

（３）市民科の実施により、子どもたちが自らの在り方や生き方を探求するとともに、学んだ知

識や技術を社会の一員として活かすことのできる資質と能力および意欲を育てる教育活動

の充実を図る。 

（４）Society5.0 時代に生きる子どもたちの未来を見据え、タブレットなどの ICT 環境を活用し、

将来の情報社会に対応した情報活用能力を育成するとともに、情報モラルの醸成とネット犯

罪・ネット依存症等の予防の意識定着を図る。 

（５）教育的配慮の必要な子どもたちが、その能力・特性等を最大限に伸ばし成長・発達してい

けるよう、個々の教育的ニーズに応じた指導・支援体制を構築するなど、９年間を見通した

特別支援教育を推進する。 

（６）保育園、幼稚園、小学校・義務教育学校（前期課程）の連携・交流を行い就学前の教育と

義務教育との滑らかな接続を図るとともに、家庭との連携による成長・発達段階に応じた基

本的な生活習慣の定着を図る。 
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３ グローバル社会における人材の育成 

子どもたちの体力や運動能力の向上を図るため、学校における体育、スポーツ活動の充実ととも

に、運動習慣の定着に向けた取り組みを強化する。また、国際社会に対応した人材を育成するため、

日本の伝統・文化理解を基盤とする国際理解教育を一層推進するとともに、区立学校における英語

教育をさらに充実させ、子どもたちのコミュニケーション能力等の向上を目指す。 

（１）子どもたちが、心身ともに健康で、明るく活力ある生活を送るため、学校の教育活動全体

を通して、体育の授業や運動会等の充実など、安全で効果的な運動・スポーツ活動を推進し、

日常的な運動習慣の形成に努める。 

（２）子どもたちが自分の体力や運動能力を客観的に把握し、体を動かす喜びや楽しさを体得で

きるよう、外部人材も活用して体力の向上と健康の増進に努める。 

（３）実践的なコミュニケーション能力を培い、グローバル化に対応できる人材を育成するため、

小学校・義務教育学校（前期課程）からの英語教育を充実・発展させるとともに、楽しみな

がら確実に語学力が身に付く９年間の英語教育を推進する。 

（４）品川区の文化、歴史などの学習や、地域学習、語学研修派遣などを通して、平和を愛し、

自国、諸外国の文化を尊重する態度を育成する国際理解教育を推進する。 

 

４ 学校・家庭・地域の連携・協働による教育力の向上 

子どもたちは、家庭や地域の中で成長することを踏まえ、学校・家庭・地域が、教育の担い手とし

て役割と責任を果たし、子どもたちの発達段階に合わせて相互補完しながら、それぞれの立場で連

携を強化し支援する。 

（１）教育基本法の趣旨に基づき、第一義的責任を有する保護者が、生活のための必要な習慣を

子どもたちに身に付けさせ、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図ることができる

よう家庭教育を支援する。 

（２）品川コミュニティ・スクールとして、保護者、地域住民の参画を得て、地域に開かれ、地

域とともにある学校づくりを推進し、特色のある教育活動を展開することのできる学校運営

の体制と組織を構築する。 

（３）「まもるっち」「83 運動」「子ども 110 番の家」「いじめ根絶協議会」などの様々な取り組

みにおいて、学校・家庭・地域が相互に連携・協力して責任と役割を担い、犯罪・災害時等

から子どもたちの安全を確保する活動を区内全域に展開する。 

（４）ＩＣＴ化の進展に対応し、有害環境から子どもたちを守るため、保護者をはじめとする関

係者への啓発活動を通して、学校・家庭・地域における情報モラル教育を推進する。 

 

５ 生涯学び、活躍できる環境の整備 

子どもたちはもとより、区民が、自己実現を図ることのできる機会を提供するため、伝統・文化

の理解、継承、発展とともに、文化財の保護・活用を推進する。また、生涯を通じて読書に親しめる

よう図書館環境の充実を図る。 

（１）子どもたちや区民に伝統と文化を尊重する精神を育むとともに、新しい文化の創造に資す

るために、伝統・文化遺産の継承と文化財の保護・活用に努める。 

（２）図書館資料の充実、施設環境の整備、また、新たな情報媒体である電子書籍等への対応な

どにより、地域の情報拠点としての図書館づくりを推進する。 

（３）「品川区子ども読書活動推進計画」に基づき、「本等を活用して、自ら主体的に思考し、行

動する人に育つ」ことを目指し、家庭・地域・学校・図書館における連携を通して、乳幼児

期から大学生世代までの読書と情報環境を活かした学びを支援する。 

（４）学校図書館の機能充実と利用促進を図るため、区立図書館は環境整備に努め、各学校の主

体的な学校図書館の運営を支援する。 
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５ 計画の期間 
本計画の期間は、2025（令和７）年度から 2029（令和 11）年度までの５年間です。 

なお、法律や制度の改正等により、教育行政を取り巻く状況に大きな変化があり、計画内

容を変更する必要が発生した場合は、計画の見直しを検討します。 

▼関連する主な計画の期間（年度） 

  
2023 

年度 

2024 

年度 

2025 

年度 

2026 

年度 

2027 

年度 

2028 

年度 

2029 

年度 

  
令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

令和 

7 年度 

令和 

8 年度 

令和 

9 年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

品川区教育振興基本計画 5 年ごとに策定      
 

 

品川区基本構想 適宜改訂 2008（平成 20）年度～ 

品川区長期基本計画 10 年ごとに策定 2020（令和 2）年度～2029（令和 11）年度 

品川区教育大綱 適宜改訂 2021（令和 3）年度～ 

品川区教育委員会 

教育目標・基本方針 
適宜改訂 2023（令和 5）年度～ 

品川区子ども読書活動推進計画 5 年ごとに策定 

2020（令和 2）

年 度 ～ 2024

（令和 6）年度 

2025（令和 7）年度～ 

2029（令和 11）年度 

 
 

2025（令和 7）年度～ 

2029（令和 11）年度 



 

9 

音声コード 音声コード 

６ 計画策定の体制 
本計画の策定にあたっては品川区教育振興基本計画策定委員会を設置し、区の学校教育に

関するこれまでの取組、成果、課題等とともに、子どもたちの意見を聞くワークショップ、

区民から広く意見を聞く区民意見公募手続（パブリックコメント）をとおして多くの意見を

参考にしながら、計画内容を協議しました。 

◇品川区教育委員会 

品川区教育振興基本計画策定委員会の提案に基づき、教育委員会において本計画を決定し

ました。 

◇品川区教育振興基本計画策定委員会 

学識経験者、地域代表、PTA 代表、幼稚園・保育園・小中学校・義務教育学校関係者等で構

成する委員会を設置し、区教育委員会の依頼に基づき、多角的な視点から計画全般にわたる

検討と計画案の取りまとめを行いました。 

◇子どもの意見聴取（ワークショップ） 

（実施後に掲載） 

 

◇区民意見公募手続（パブリックコメント） 

（実施後に掲載） 

 

▼計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

意見 
提言 

品川区教育振興基本計画 
策定委員会 

依頼 提案 

品川区教育委員会 

子どもの意見聴取 
（ワークショップ） 

 
区民意見公募手続 

（パブリックコメント） 

品川区教育委員会 
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（白紙ページ） 
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第２章 教育を取り巻く動向の変化 
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１ 国の動向 
◇こども基本法 

 日本国憲法、児童の権利に関する条約の精神に則り、子ども施策を社会全体で総合的かつ強力

に推進していくための包括的な基本法として、こども基本法が 2022（令和４）年 6 月に成立し、2023

（令和５）年 4 月に施行されました。 

 国・地方公共団体は、この法律に基づき、次代の社会を担う全ての子どもが、生涯にわたる人格形

成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、子どもの心身の状況、置

かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることが

できる社会の実現を目指し、こども施策を総合的に推進することが求められています。 

 

◇学習指導要領 

学習指導要領は、2017（平成 29）年３月に幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領、2018

（平成 30）年３月に高等学校学習指導要領が改訂され、2022（令和４）年にかけて段階的に

実施されました。この改訂は、グローバル化やＡＩ（人工知能）などの急速な技術革新によ

る予測困難な時代の中、「生きる力」をより具体化し、子どもの確かな学びの実現を目指して

います。 

 

◇学級編制の標準 

小学校等の学級編制の標準は、1980（昭和55）年以来、１学級の児童・生徒数40人（小学校

１年生は35人）とされてきました。公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に

関する法律の一部改正（2021（令和３）年４月１日施行）により、この標準を約40年ぶりに引

き下げることになりました。 

小学校（義務教育学校の前期課程を含む）の学級編制の標準は、2021（令和３）年度から５

年間かけて段階的に35人に引き下げ、2023（令和５）年度は１年生から４年生までに適用さ

れました。2025（令和７）年度に小学校等の全ての学年で35人学級となります。 

 

◇第４期教育振興基本計画 

2006（平成 18）年に教育基本法が約 60 年ぶりに改正され、国に教育政策全体の方向性や目

標、施策等を定める「教育振興基本計画」の策定が義務づけられました（同法第 17 条）。同

法に基づき、政府は 2008（平成 20）年度に「第 1 期教育振興基本計画」を策定以降、５年ご

とに計画を改定し、2023（令和５）年６月に「第４期教育振興基本計画」（計画期間：2023（令

和５）～2027（令和９）年度）を策定しました。 

第４期計画では、2019（令和元）年に OECD が公表した「OECD Learning Compass（学びの

羅針盤）2030（※P.14 参照）」を参考とし、将来の予測が困難な VUCA の時代、少子化、人口
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減少、高齢化等、社会の現状や変化を背景に、今後の教育政策の方向性を示す羅針盤として、

２つのコンセプト（総括的な基本方針）を示しました。 

１つ目のコンセプトである「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」

では、主体性、リーダーシップ、創造力、課題発見・解決力、論理的思考力、表現力、チーム

ワーク等を備えた人材の育成を目指しています。 

２つ目のコンセプトである「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」では、多様な

個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が幸せや豊かさを感じられる

ものとなるよう、教育を通じてウェルビーイングを向上することを目指しています。 

この２つのコンセプト（総括的な基本方針）のもと、５つの基本的な方針と 16 の目標を掲

げました。 

▼第４期教育振興基本計画（要旨） 

総括的な基本方針・コンセプト 

1 2040 年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成 

2 日本社会に根差したウェルビーイングの向上 

５つの基本的な方針 

1 グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学びを続ける人材の育成 

2 誰一人取り残されず、すべての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進 

3 地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

4 教育デジタルトランスフォーメーション（DX)の推進 

5 計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

今後５年間の教育政策の目標 

1 確かな学力の育成、幅広い知識と教養・専門的能力・職業実践力の育成 

2 豊かな心の育成 

3 健やかな体の育成、スポーツを通じた豊かな心身の育成 

4 グローバル社会における人材育成 

5 イノベーションを担う人材育成 

6 主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成 

7 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 

8 生涯学び、活躍できる環境整備 

9 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向上 

10 地域コミュニティの基盤を支える社会教育の推進 

11 教育 DX の推進・デジタル人材の育成 

12 指導体制・ICT 環境の整備、教育研究基盤の強化 

13 経済的状況、地理的条件によらない質の高い学びの確保 

14 NPO・企業・地域団体等との連携・協働 

15 安全・安心で質の高い教育研究環境の整備、児童生徒等の安全確保 

16 各ステークホルダーとの対話を通じた計画策定・フォローアップ 
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＜参考＞ 

◇OECD ラーニング・コンパス（学びの羅針盤）2030 

OECD は 2015（平成 27）年より“OECD Future of Education and Skills”プロジェクトを

進め、2019（令和元）年に研究の成果として、私たちが望む未来を実現するための学習の枠

組みを「OECD ラーニング・コンパス（学びの羅針盤）2030」にまとめ公表しました。 

「学びの羅針盤」はウェルビーイングの実現を最終目標とし、この目標を目指して歩んで

いく子どもたちが、周囲の人々や社会をより良いものにするべく学びを進める中で、責任あ

る有意義な行動をとるためのツールとして示されました。 

「学びの羅針盤」は下図のとおり図式化されています。子どもたちは「見通し

（Anticipation）、行動（Action）、振り返り（Reflection）」から成る AAR サイクルのプロ

セスによる学びから得た「知識・スキル・態度・価値観（コンピテンシー）」を用いて「変

化を起こすために自ら目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力（エージェン

シー）」を発揮し、コミュニティの中で仲間・教師・家族・地域の人々に囲まれ、協力し、

相互に作用しながらウェルビーイングを目指す姿が描かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 OECD ラーニング・コンパス 2030 

   （「Learning Compass 2030 concept note」より引用） 
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２ 東京都の動向 
◇東京都教育施策大綱 

東京都は、2015（平成27）年４月施行の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律に基づき、同年11月に「東京都教育施策大綱」を策定しました。その後、2017

（平成29）年１月、2021（令和３年）７月に策定し、東京都の教育の基本的な方向性を示して

きました。 

 

◇東京都教育ビジョン 

東京都教育委員会は、教育基本法第17条第２項の規定に基づき、東京都教育委員会として

取り組むべき基本的な方針とその達成に向けた施策展開の方向性を示す教育振興基本計画と

して、「東京都教育ビジョン」を策定しています。 

このビジョンは、「東京都教育施策大綱」と基本的な方針を共有し、より実行力のある施策

を展開していくものであり、都内公立学校の教職員をはじめとする全ての教育関係者の「羅

針盤」となるものです。2024（令和６）年３月に策定した「東京都教育ビジョン（第５次）」

（計画期間：2024（令和６）～2028（令和10）年度）は、３本の「柱」、12の「基本的な方針」、

30の「今後５か年の施策展開の方向性」に基づく施策を明らかにしています。 

▼東京都教育ビジョン（第５次）（３本の「柱」、12 の「基本的な方針」） 

柱 1 自ら未来を切り拓く力の育成 

1 全ての児童・生徒に確かな学力を育む教育 

2 Society5.0時代を切り拓くイノベーション人材を育成する教育 

3 グローバルに活躍する人材を育成する教育 

4 主体的に社会の形成に参画する態度を育む教育 

5 豊かな心を育て、生命や人権を尊重する態度を育む教育 

6 健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育 

柱 2 誰一人取り残さないきめ細やかな教育の充実 

7 教育のインクルージョンの推進 

8 子供たちの心身の健やかな成長に向けたきめ細かいサポートの充実 

9 家庭、地域・社会と学校とが連携・協働する教育活動の推進 

柱 3 子供たちの学びを支える教職員・学校の力の強化 

10 これからの教育を担う優れた教員の確保・育成 

11 学校における働き方改革等の推進 

12 質の高い教育を支える環境の整備 
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３ 品川区における教育の取り組み 
◇就学前教育 

就学前教育は、「保幼小ジョイント期カリキュラム」（※2）からスタートし、保幼小の円

滑な接続に向け、指導内容・方法の関連性・系統性を意識した質の高い保育・教育活動を進

めています。 

幼児期において育みたい資質・能力として「知識及び技能の基礎」、「思考力、判断力、表

現力等の基礎」、「学びに向かう力、人間性等」の育成を中心に、遊びをとおした総合的な指

導により、一人ひとりの発達特性に応じて幼児期の終わりまでに育ってほしい姿への成長

を促し、学校生活への円滑な移行を図っています。 

 

◇学校教育 

１ 学校教育全般 

学校教育は、1999（平成 11）年に教育改革「プラン 21」を策定し、翌年の 2000（平成 12）

年に小学校の学校選択制、2001（平成 13）年には中学校の学校選択制を導入し、学校改革

と教員の意識改革に取り組みました。 

2002（平成 14）年度から外部評価制度を導入し、学校自身による自己評価と学校関係者

による外部評価を組み合わせた学校の教育活動の具体的・客観的な評価の実施を図りまし

た。2003（平成 15）年度からは、全国に先駆けて、全区立学校の６年生を対象に、学力定

着度調査を行い、外部評価と併せて、児童・生徒への指導力に対する学校の結果責任・説明

責任を果たしています。 

2005（平成 17）年８月には、区内小・中学校の教員 150 人余の参画による足かけ３年の

検討作業を経て「品川区小中一貫教育要領」を刊行し、翌年の 2006（平成 18）年度からは、

市民科（※3）の新設や１年生からの英語教育など、全区立学校が新教育要領に基づく新し

い教育をスタートさせました。また、この年には、全国初の施設一体型小中一貫校「日野学

園」が開校し、順に 2007（平成 19）年に伊藤学園、2008（平成 20）年に八潮学園、2010（平

成 22）年に荏原平塚学園、2011（平成 23）年に品川学園、2013（平成 25）年に豊葉の杜学

園が開校しました。 

 

 

 

                                                      
2 2009（平成 21）年５月に「保幼小連携の推進に関する検討委員会」を設置し検討を開始。現場の校長・園長や

保育者、教員などで構成する作業部会を通じて、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を目指して作成した

カリキュラム。2010（平成 22）年 10 月に発行。 

3 市民科：特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習の時間を統合・再構築した品川区の独自教科。義務教育９

年間を通した系統的な指導で、市民（社会の形成者）としての資質と能力を育てている。 
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2016（平成 28）年４月から、従来の施設一体型小中一貫校から改める形で、新たな学校

種別である義務教育学校（※4）６校を設置し、小学校、中学校、義務教育学校の３校種体

制から成る９年間の一貫したカリキュラム等をとおして、次代を生き抜く児童・生徒の確

かな学力と豊かな人間性の育成を目指して新たな教育改革「品川教育ルネサンス  For The 
Next Generation-」に取り組んでいます。 

また、区では、2016（平成 28）年度から「品川コミュニティ・スクール」（※5）を順次

拡大し、2018（平成 30）年度からは全校でコミュニティ・スクールの取り組みを進めてい

ます。同年には、全校展開となった「品川コミュニティ・スクール」の取組を地域住民に広

く周知するとともに、イベントをとおして学校と地域が一層の連携強化を図ることを目的

とした「しながわ！コミュニティ・スクール フェスタ ～Link for the future 学校・家

庭・地域で育てよう！品川の子どもたち～」を開催しました。学校と地域との密接な連携・

協働による学校運営を通じて自主性・自律性が高く、持続可能な学校の教育体制の構築を

図っています。 

2020（令和２）年度からは、就学人口の増加に対応する新しい学事制度（中学校・義務教

育学校（後期課程）の通学区域の見直し、小学校・義務教育学校（前期課程）の学校選択制

度（※6）の見直し）を運用しています。また、急速に進展する情報社会に対応するため、

全ての学校で ICT 環境の整備を進めるとともに、安全で安心な教育環境の確保のため、計

画的な改築や改修工事を行っています。 

 

２ 特別支援教育 

子どもたち一人ひとりの持てる力を高め、自立や社会参加を目指した教育的支援を行う

ため、各学校の校内体制の充実に向けて、特別支援学級等の整備、学習・生活・医療的ケア

を支援するための人材配置等を実施しています。 

学級等の整備では、特別支援学級（知的障害・病弱）、通級指導学級（難聴・言語障害）

の学級整備を図るととともに、中学校では 2018（平成 30）年度から浜川中学校で、小学校

では 2024（令和６）年度から宮前小学校で、区内初となる自閉症・情緒障害特別支援学級

を開級しています。また、小学校・義務教育学校（前期課程）では 2016（平成 28）年度か

ら、中学校・義務教育学校（後期課程）では 2018（平成 30）年度から、全ての学校に特別

                                                      
4 義務教育学校：学校教育制度の多様化及び弾力化を推進するため、2015（平成 27）年の学校教育法の一部改正

に伴い、新たな学校の種類として規定された、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校（前期６年

の前期課程、後期３年の後期課程に区分）。 
5 品川コミュニティ・スクール：学校と地域が連携・協働して、子どもたちを育てていく仕組み。学校と地域住民

が一体となって、継続性を保ちながら教育活動の改善や児童・生徒の健全育成に取り組んでいる。 
6 学校選択制：品川区立学校では、通学区域の児童・生徒を受け入れた後に、受入可能児童・生徒数に余裕がある

場合に、通学区域外の児童・生徒を受け入れている。小学校・義務教育学校（前期課程）は通学区域が隣接する

学校から、中学校・義務教育学校（後期課程）は区内全域の学校から選択し希望申請することが可能である。 
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支援教室を設置しました。 

人材の配置では、2021（令和３）年度から就学相談をとおして医療的ケアが必要な子ど

もたちへ看護師の配置をしています。また、2024（令和６）年度から、発達障害のある子ど

もが安心し円滑に在籍学級での学習を継続できるための支援を行う発達障害教育支援員を

小学校・義務教育学校（前期課程）全校に配置しました。 

 

３ 不登校対策 

区の不登校の児童・生徒数は、全国・東京都の傾向と同様に年々増加しており、特に小学

校・義務教育学校（前期課程）の増加率が顕著です。このような状況を受け、誰一人取り残

さない学びの保障に向けた不登校対策を推進しています。 

学校外の不登校の児童・生徒の居場所や学びの場として、教育支援センター「マイスク

ール」を整備・運営しています。1997（平成９）年度に、「マイスクール八潮」、2016（平成

28）年度に「マイスクール五反田」、2018（平成 30）年度に「マイスクール浜川」、2024（令

和６）年度に「マイスクール西大井」を開設しています。その他の施策として、2024（令和

６）年度より、学校の校内別室で不登校傾向の児童・生徒への支援を実施する校内別室指

導支援員を全区立学校に配置したほか、自宅等からでも学習を進めることができるよう、

メタバースを活用した支援を行うオンライン教育支援センターも開設し、多様な学びの場

の提供を行っています。 

 

４ いじめ対策 

区教育委員会では、2013（平成 25）年９月 24 日に「いじめ根絶宣言」を行い、いじめは

重大な人権侵害であり決して許されないことであるとして、その根絶に取り組むことを明

言しました。2013（平成 25）年度に、品川学校支援チーム HEARTS（ハーツ）を設置し、児

童・生徒、保護者からの相談に応じ、学校と連携しながら早期対応・早期解決を図ってい

ます。 

 学校の取り組みとして、いじめ防止推進デーには、児童・生徒がいじめ根絶バッジを着

用して、いじめ防止の啓発活動を行います。また、児童生徒役員懇談会では、児童・生徒

会役員が年に１回、一堂に会してよりよい学校づくりについて話し合いを行います。2024

（令和６）年度からは、いじめ予防プログラムとして「いじめ予防授業」「教員研修による

組織的な取組」「児童生徒１人１台端末を活用した調査ツールによる把握」の３本柱により

いじめ予防対策を強化しています。 

 

◇家庭教育支援 

家庭教育支援は、PTA をはじめとした学校支援団体の活動支援を通じてその推進を図っ

ており、PTA 等が家庭教育力向上を目的として実施する「家庭教育学級」、「子ども地域活動

促進事業」および「地域健全育成運営協議会」や、子どもの遊び場づくりとして PTA 等が
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行う「校庭開放」や「少年少女スポーツ普及事業」の費用面における支援を行っています。 

また、区教育委員会としても年２回の家庭教育講演会の開催、保護者向けの家庭教育ブ

ックの作成・配布などを通じて主体的に家庭教育支援を図っており、PTA 等と連携しながら

家庭教育力の向上に取り組んでいます。 

 

◇文化財 

文化財の保護・活用については、2023（令和５）年３月に東海道品川宿石積護岸を新規指

定し、区指定文化財は 143 件（2024（令和６）年４月現在）と、都内自治体と比較し数多く

の文化財を有しています。それらの文化財に親しむ機会として、「文化財めぐり」などの参

加型事業を行っています。 

また、近年の建替・開発需要の高まりに伴い、御殿山遺跡や居木橋遺跡を中心に、埋蔵文

化財発掘調査等を年間数件実施しており、区内の包蔵地（周知の遺跡）は 32 か所（2024（令

和６）年４月現在）を数えます。 

 

◇図書館 

区立図書館では、区民の教養・調査研究・レクリエーション等に資する必要な資料を収集・

整理・保存して、貸出・閲覧等を行うほか、おはなし会・講演会・映画会等のイベントの実

施、図書館利用に障害のある方へのサービス、ボランティア活動をする方への研修、認知症

カフェの開催等、幅広いサービスを展開しています。 

 2005（平成 17）年には「品川区子ども読書活動推進計画」を策定し、現在は、ティーンズ 

に向けての取り組み、読書活動に特別なサポートを必要とする子どもたちへの施策などに重

点を置き、あらゆる子どもが、本等を活用して、自ら主体的に思考し、行動する人に育つこ

とを目指しています。 

また、2021（令和 3）年に電子図書館および音楽データベースを導入し、2023（令和 5）年

にはデジタル化した地域資料を「しながわデジタルアーカイブ」としてインターネットで公

開するなど、資料の電子化に取り組んでいます。 

このほか、区立図書館は、所蔵資料の学校図書館への貸出・配送や、各学校への学校図書

館運営支援要員の配置を行い、学校図書館の充実を図っています。 
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▼近年の品川区の学校教育に関する主な取組 

年度 主な取組 

1998（平成10）  学校公開をすべての小中学校で実施 

1999（平成11）  品川の教育改革「プラン 21」策定 

2000（平成12）  小学校の学校選択制導入による初めての新１年生入学 

2001（平成13）  中学校の学校選択制導入による初めての新１年生入学 

2002（平成14）  外部評価を取り入れた学校評価の開始 

2003（平成15） 

 品川区が『小中一貫特区』に認定される 

 学力定着度調査実施(６年) 

 スチューデント・シティを開始 

2004（平成16）  小中一貫教育カリキュラム作成部会を設置 

2005（平成17） 

 「品川区小中一貫教育要領」完成、刊行 

 ファイナンス・パークを開始 

 品川区近隣セキュリティシステム「まもるっち」全小学校導入 

2006（平成18） 

 小中一貫教育要領に基づく新しい教育が全校でスタート 

 市民科の実施 

 小中一貫校日野学園 開校式 

 学力定着度調査実施(４年・７年) 

 １年生からの英語授業を開始 

 すまいるスクールを全校設置 

2007（平成19）  小中一貫校伊藤学園開校式 

2008（平成20）  小中一貫校八潮学園開校式 

2009（平成21）  品川区の固有教員制度の開始 

2010（平成22） 
 「品川区小中一貫教育要領」改定 

 小中一貫校荏原平塚学園 開校式 

2011（平成23）  小中一貫校品川学園 開校式 

2013（平成25） 

 小中一貫校豊葉の杜学園開校式 

 いじめ根絶宣言 

 いじめ対策の具体化（学校支援チーム HEARTS、目安箱、アイシグナル、
アンケート、小中一貫の日(現在の品川教育の日)など） 

2014（平成26）  英語４技能テスト (GTEC) 実施（９年） 

2015（平成27） 

 教育総合支援センター 開設 

 しながわドリームジョブを開始 

 しながわアクティブライフプロジェクト (品川スポーツトライアル、テ
クニカルアドバイザー、ワンミニッツエクササイズなど)を開始 

2016（平成28） 

 「品川教育ルネサンス－For The Next Generation」策定 

 新たな学校種別である義務教育学校を設置し３校種体制を構築 

 品川区学事制度審議会を設置し、区立学校における適正な教育環境を確
保するための方策を検討 

 中学校におけるイングリッシュキャンプ実施 

 全小学校・義務教育学校（前期課程）で特別支援教室を導入 

 15 校を指定し、品川コミュニティ・スクールの取り組みを開始 

 品川地域未来塾を開始 

 マイスクール五反田を教育総合支援センターに開設 

 品川区いじめ防止対策推進条例を制定 
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年度 主な取組 

2017（平成29） 

 学力定着度調査実施(２～９年) 

 外国語指導助手（ALT）および英語専科指導員（JTE）によるティームテ
ィーチングの全小学校・義務教育学校（前期課程）実施 

 テクニカルアドバイザー（TA）全面実施 

 オリンピック・パラリンピック学習教材「ようい、ドン！しながわ」を区
独自に作成・配布 

 しながわ働き方改革ルネサンスの実施 

2018（平成30） 

 品川コミュニティ・スクールを区立学校全 46 校に拡大 

 しながわ！コミュニティ・スクール フェスタを開催 

 義務教育９年間を通してより充実した学びを得られるよう各教科の系統
性を明確に示した「品川区立学校教育要領」を作成。 

 全中学校・義務教育学校（後期課程）で特別支援教室を導入 

 中学校・義務教育学校（後期課程）で初となる難聴通級指導学級を豊葉の
杜学園で開級 

 中学校で初となる自閉症・情緒障害特別支援学級を浜川中学校で開級 

 マイスクール浜川を浜川中学校に開設 

2019（令和元） 
 品川区グローバル人材育成塾全校実施 

 品川オンラインレッスン全中学校・義務教育学校（後期課程）８年生実施 

2020（令和２） 

 新しい学事制度の運用開始（中学校・義務教育学校（後期課程）の通学区
域の見直し、小学校・義務教育学校（前期課程）の学校選択制度の見直
し） 

 「品川区立学校教育要領」小学校・義務教育学校（前期課程）で全面実施 

2021（令和３） 
 「品川区立学校教育要領」中学校・義務教育学校（後期課程）で全面実施 

 これまでの英語科・市民科・オリンピック・パラリンピック教育の成果の
発表として、「SHINAGAWA GLOBAL DAY」を開催 

2022（令和４） 

 ８年生で実施していた品川オンラインレッスンを９年生に拡大 

 iPad における１年半の活用の成果を広く伝えるとともに、今後の ICT の
有効的な活用と児童・生徒の育成について皆で考える機会とする
「SHINAGAWA ICT SYMPOSIUM」を開催 

2023（令和５） 

 品川区学事制度審議会を設置し、国の小学校 35 人学級の制度化や将来的
な就学人口増加に備え、安定的に児童・生徒を受け入れる態勢を確保す
るための方策を検討（同年度答申） 

 小中一貫教育全国シェアミーティング in 品川を開催 

 区立学校に通う児童・生徒を対象とした給食の無償化を開始 

2024（令和６） 

（予定含む） 

 2023（令和５）年度からの地域部活動に加え、中学校および義務教育学
校で学校部活動業務委託を開始 

 ８・９年生で実施していた品川オンラインレッスンを７年生まで拡大 

 区立学校に通う児童・生徒を対象とした学用品の無償化を開始 

 小学校で初となる自閉症・情緒障害特別支援学級を宮前小学校で開級 

 豊葉の杜学園（前期課程）で難聴通級指導学級を開設 

 マイスクール西大井を大井第三地域センター跡地に開設 
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▼区立幼稚園、小学校・中学校・義務教育学校（単位：園、施設） 

区分 施設数  幼稚園名、学校名  

区立幼稚園 

（うち、幼保一体施設） 

９園 

（６施設） 

城南幼稚園 

平塚幼稚園 

浜川幼稚園 

御殿山幼稚園 

伊藤幼稚園 

第一日野幼稚園 

台場幼稚園 

二葉幼稚園 

八潮わかば幼稚園 

区立小学校 31 校 

城南小学校 

浅間台小学校 

三木小学校 

御殿山小学校 

城南第二小学校 

第一日野小学校 

芳水小学校 

第三日野小学校 

第四日野小学校 

大井第一小学校 

鮫浜小学校 

山中小学校 

立会小学校 

浜川小学校 

伊藤小学校 

鈴ケ森小学校 

台場小学校 

京陽小学校 

延山小学校 

中延小学校 

小山小学校 

大原小学校 

宮前小学校 

源氏前小学校 

第二延山小学校 

後地小学校 

戸越小学校 

旗台小学校 

上神明小学校 

清水台小学校 

小山台小学校 

区立中学校 ９校 

東海中学校 

大崎中学校 

浜川中学校 

鈴ケ森中学校 

冨士見台中学校 

荏原第一中学校 

荏原第五中学校 

荏原第六中学校 

戸越台中学校 

義務教育学校 ６校 
日野学園 

伊藤学園 

八潮学園 

荏原平塚学園 

品川学園 

豊葉の杜学園 

▼マイスクール 

区分 施設数  名称  

マイスクール ４か所 五反田 浜川 八潮 西大井 

▼特別支援教育実施状況 

区分 施設数  名称  

特別支援教室 46 校 ※すべての区立学校 

特別支援学級（知的障害) 12 校 

第一日野小学校 

浜川小学校 

中延小学校 

浅間台小学校 

上神明小学校 

日野学園 

伊藤学園 

八潮学園 

荏原平塚学園 

品川学園 

豊葉の杜学園 

荏原第五中学校 

特別支援学級（病弱) １校 清水台小学校   

特別支援学級（言語障害) ２校 戸越小学校 台場小学校  

特別支援学級（難聴) ２校 豊葉の杜学園 台場小学校  

特別支援学級 

（自閉症・情緒障害) 
３校 大崎中学校 浜川中学校 宮前小学校 
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４ 新たな計画における円滑な施策推進のための基盤 
 これまでの教育改革「品川教育ルネサンス For The Next Generation-」をとおして作り

上げてきた３つの取り組みによる最良の教育環境を、引き続き基盤として活用し、品川区

教育振興基本計画に基づく施策のより確実な実行に努めます。 

 

基盤１ 地域とともにある学校づくり 

全区立学校を品川コミュニティ・スクールに指定しています。品川コミュニティ・スク

ールでは、保護者、地域住民、学識経験者等が学校運営に積極的に参画することで、学校

と地域住民が一体となって、継続性を保ちながら、教育活動の改善や児童・生徒の健全育

成に取り組んでいます。 

また、地域全体で学校教育を支援することで、学校の教育活動の充実を目指すととも

に、地域人材の有効活用や地域の教育力の活性化を図っています。 

基盤２ ３校種体制における学校教育の推進 

平成 27 年の学校教育法の一部改正に伴い、平成 18 年度から順次設置してきた施設一体

型小中一貫校６校を平成 28 年度に「義務教育学校」として位置付けました。現在、小学

校、中学校、義務教育学校の３つの校種を設置しています。 

このことにより、学校の特色等を参考にして、小学校と中学校における一貫教育、義務

教育学校における一貫教育を選択することが可能となっています。 

基盤３ ９年間の一貫したカリキュラム 

義務教育９年間を通して、より充実した学びを得られるよう、各教科の系統性を明確に示

した「品川区立学校教育要領」を作成しています。品川区立学校教育要領では、国の学習指

導要領をベースにしつつ、子どもたちの発達段階に応じて、一貫性をもって学習ができるよ

うカリキュラムが弾力的に編成されています。また、１年生からの「英語科」や「市民科」な

ど、品川独自のカリキュラムを定めています。 

基盤をより強固なものとするための土台 

幼児教育と義務教育の円滑な接続 

区では、９年間の義務教育において、子どもたちが最適な学びを得ながら、豊かな学校生

活を送ることができるよう、「保幼小ジョイント期カリキュラム」による遊びをとおした総

合的な指導を推進し、幼児期から就学期への円滑な接続を図っています。 
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（白紙ページ） 
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第３章 品川区が目指すこれからの教育の姿 
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１ 品川区版 学びの羅針盤 ２０３０（イメージ図） 

私たちが望む品川の未来（ビジョン） 

「子どもたちの笑顔でつながる共生社会」を目指して 

 

子どもたちが、将来予測が困難で変化の激しい時代の中にあっても、自分らしく幸せな人

生を送るためには、ウェルビーイングの実現に向けて自身が進む航路を自ら選択できるよう

に学ぶことが必要です。 

 

区教育委員会は、子どもたちが自分自身の手で自らの航路を選択することができるよう、

品川の教育の取り組みを一層強化し、OECD ラーニング・コンパス（学びの羅針盤）2030 を

ベースとした「品川区版 学びの羅針盤 2030」を作成し、活用します。そして、「品川区版 

学びの羅針盤 2030」を手にした児童・生徒が、見通しの困難な社会を乗り越えるために必

要となる「知識やスキル、態度および価値観（コンピテンシー）」を身に付け、「自ら目標を

決めて学び、責任をもって行動する力（エージェンシー）」を発揮することができる共生社

会の担い手となれるよう育んでいきます。 

 

子どもたちが主体的に目的意識を働かせ、自分自身の責任を果たしながら、周囲の人々と

共に協力し高めあい、社会全体をより良くするために学んでいくことができるよう、区教育

委員会は、地域社会の担い手である区民と協働しながら取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児教育と義務教育の円滑な接続 
土
台 

地域とともにある学校づくり 

３校種体制における学校教育の推進 

９年間の一貫したカリキュラム 

基
盤 

学びの羅針盤を活用するために育む児童・生徒の資質・能力 

コンピテンシー 

エージェンシー 

・周囲の人々とともに協力し合うために必要となる実践的な知識・スキル・態度・価値観 

・未知の世界で変革を起こすために自らの目標を定め、その実現のために学び、責任をもって自ら 

の進むべき道を見出す力 

・また、この力を発揮して周囲と協力し、相互に良い影響を及ぼし合いながら歩みを進めるための 

共同エージェンシーが同時に求められます。 
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「品川区版 学びの羅針盤 2030」のイメージ図です。 

児童・生徒は、コミュニティの中で仲間・教師・家族・地域等、周囲の方々に囲まれ、 

協力しながら、自らもまた共生社会の担い手としての当事者意識をもって 

みんなのウェルビーイングを目指し、 

大海原の中、学びの羅針盤を頼りに 

周囲の人々が乗る船とともに 

自らの船を進めていきます。 
「子どもたちの笑顔でつながる共生社会」 
〜みんなのウェルビーイングを目指して〜 

私たちが望む品川の未来（ビジョン） 

子どもの 
資質・能力 

知識 

価値観 

スキル 

態度 

AAR サイクルに基づく学習プロセスの活用 

 見通し（Anticipation）、行動（Action）、振り返り（Reflection）から成る一連の学習プロセス 

児童・生徒 

Anticipation Action Reflection 
見通し 行動 振り返り 

■ 市民科「5 つのステップ」と学びの羅針盤「AAR サイクル」との関連 ■ 

・市民科「５つのステップ」と学びの羅針盤「AAR サイクル」のプロセスは共通しています。 
・他教科の学びにおいても「AAR サイクル」を取り入れます。 

1 把握 

学びの羅針盤 
「AAR サイクル」 

市民科 
「5 つのステップ」 

2 認識 3 習得 4 実践 5 深化 
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２ ビジョン 〜私たちが望む品川の未来〜 
本計画の目指すビジョンは次の通りです。 

 

「子どもたちの笑顔でつながる共生社会」 
〜みんなのウェルビーイングを目指して〜 

 

  現代は社会の変化が激しく、将来の予測が困難な時代であると言われています。こ

うした時代を生き抜き成長していくため、子どもたちが「困難を乗り越える力」や「知

識と技能を活用し、前向きな態度と価値観をもって社会における複雑な課題を解決す

る力」を身に付け、自ら目標を設定し、振り返り、責任を果たしながら行動し、自分自

身のウェルビーイングを実現するとともに社会全体のウェルビーイング実現の担い手

となれるよう、区教育委員会は、その資質・能力の育成を図り、誰一人取り残されず、

全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた取り組みを進めていく必要があ

ります。 

 

  国の教育振興基本計画は、ウェルビーイングを以下のとおり定義しています。 

●身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短絡的な幸福のみならず、生

きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念 

  ●多様な個人がそれぞれの幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や地 

域、社会が幸せや豊かさを感じられることも含む包括的な概念 

   

これを踏まえ、区教育委員会はウェルビーイングが実現した社会を 

誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会 

＝「子どもたちの笑顔でつながる共生社会」 

 

として定義し、これを目指すビジョンとして示し、取り組みを進めるために本計画を

策定しました。 

 

個人や社会のウェルビーイング、即ち「みんなのウェルビーイング」を実現し「子どもた

ちの笑顔でつながる共生社会」を目指して子どもたちの資質・能力を育成するにあたり、区

教育委員会は、これまでの教育改革を通じて積み上げてきた教育環境を基盤とし、「品川区版 

学びの羅針盤 2030」を用いながら、新たに示す３つの基本的な柱および施策推進における 12

の方針に基づく取り組みを進めます。 
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３ 施策体系 

  

 

 

 

 

 

 

 

基本的な柱   施策推進における12の方針 

基本的な柱１ 

一人ひとりの資質・能力を

育成する教育 

 １ 幅広い知識・専門的能力の育成 

 ２ 確かな学力の育成 

 ３ 豊かな心・健やかな身体の育成 

 ４ 主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成 

 ５ グローバル・イノベーションを担う人材育成、職業実践力の育成 

 ６ 学校・家庭・地域の連携・協働による教育 

基本的な柱２ 

誰一人取り残さない 

きめ細やかな教育 

 ７ ダイバーシティ＆インクルージョンに根差した教育 

 ８ 社会・経済状況によらない教育の実現 

 ９ 充実した生涯学習・社会教育の機会の確保 

基本的な柱３ 

学びを支える教育体制の

確保 

 10 教職員の養成およびサポート・指導体制の確保 

 11 教育DXに向けたICT環境の整備 

 12 安全・安心な教育環境の整備 

 

「子どもたちの笑顔でつながる共生社会」 
〜みんなのウェルビーイングを目指して〜 

地域とともにある 
学校づくり 

3 校種体制における 
学校教育の推進 

9 年間の 
一貫したカリキュラム 

 

円滑な施策推進のための基盤 

※12 の方針は、相互に作用しながら子どもたちの学びを実現します。 

個人と社会のウェルビーイングを実現するための 
子どもの資質・能力の育成 

＜品川区が目指す教育＞ 

＜ビジョン 〜私たちが望む品川の未来〜＞ 

幼児教育と義務教育の円滑な接続 

基盤をより強固なものにするための土台 
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４ ビジョンを実現するための基本的な柱 

柱１ 一人ひとりの資質・能力を育成する教育 

  知性と感性に富んだ人間性とともに、社会や世界に向き合い、自らの人生を切り拓く資質・

能力を身に付けた子どもを育てます。 

  豊かな心と健康を土台にした９年間の義務教育における一貫したカリキュラムをとおして、

主体的・対話的な深い学びや個別最適な学習を図り、基礎的な学力、学び続ける姿勢、人権

を尊重する態度を養います。 

  人格形成の基礎を培う幼児教育と義務教育を円滑に接続し、学校・家庭・地域との連携や

協働を図りながら、一人ひとりに生きる力の礎となる豊かな情操、道徳心、心身の健康を育

みます。 

  グローバル化（国際化）、Society 5.0（※7）の到来、人工知能（AI）の発達など、社会を

取り巻く状況を幅広い視点で捉えながら、未来に向かってすべての子どもが自分らしい人生

を築き、持続可能な社会の担い手となる人材の育成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 2016（平成 28）年に「第５期科学技術基本計画」において「経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中

心の社会」として示された概念。2021（令和３）年の「第６期科学技術・イノベーション基本計画」において、

「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（Well-being）

を実現できる社会」として再定義された。 
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柱２ 誰一人取り残さないきめ細やかな教育 
  多様性が尊重される時代において、ダイバーシティ&インクルージョン（多様性と包摂）

の考え方を基本に全ての子どもたちが互いを認め、高め合うことができる教育を目指します。 

  学ぶための就学機会を保障するとともに、子どもたちの人権が守られ、いじめや体罰のな

い、安心できる居場所となる学校づくり、自らの能力と可能性を最大限に伸ばすことのでき

る一人ひとりに最適かつ多様な教育環境を実現します。 

  人生 100 年時代を見据え、区民が生涯を学び続けることのできる、地域資源を生かした学

習環境を実現します。 

 

柱３ 学びを支える教育体制の確保 
  将来の予測が困難で変化の激しい時代（VUCA の時代）の中、新しい時代の学びを支える質

の高い教育体制を目指し、区固有教員の確保、生き生きと学び続ける教職員の養成とサポー

ト体制の充実を推進します。 

  最新のテクノロジーを取り入れた先進的な学習方法と学校運営の実現を図るとともに、学

校施設の整備と地域全体での見守り体制強化による安全・安心な教育環境づくりを推進しま

す。 
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５ 施策推進における 12 の方針 

柱１ 一人ひとりの資質・能力を育成する教育 

 

方針 1 幅広い知識・専門的能力の育成 

目指す姿 

● 持続可能な社会の担い手として知性と感性に富み、希望に満ちた未来を自ら切り拓い
ていける基礎となる幅広い知識、スキル、態度および価値観を身に付けるとともに、そ
れらを活用して様々な場面で適切に対応することのできる子どもたちが育っています。 

＜手法等＞ 
 ・幼児教育における総合的な指導に続き、学校ごとの創意工夫と地域連携、主体的・対話

的で深い学びの視点を重視した義務教育における９年間の一貫教育をとおして、教科等
で学ぶ知識の獲得、教科横断的に学ぶ概念的な知識の獲得を進めます。 

 方針 2 確かな学力の育成 

目指す姿 

● 子どもたちは、自主・自立の志をもち、自信に満ちた人生を創造できるよう新しい時
代を切り拓くための学力と学び続ける態度が身に付いています。 

● 子どもたちは、自己の在り方・生き方を考えながら課題を発見し、よりよく解決して
いくために教科の概念を学び、本質を理解し、教科横断的に活用することができます。 

＜手法等＞ 
・幼児教育と義務教育の円滑な接続のもと、発達段階や習熟度に応じた個別最適な学習指
導の実践、様々な体験等を通じて設定した問いに対して得た知識を活用しながら多様な
人々との協働を通じて解決する「探究的な学習」などの取組を進めます。 

 方針 3 豊かな心・健やかな身体の育成 

目指す姿 

● 直面した困難に対してたくましく、しなやかに立ち向かい、乗り越える能力（レジリ
エンス）、差別や偏見なく他者を尊重する態度、基本的な運動習慣と生活習慣を身に付
けた子どもたちが育っています。 

＜手法等＞ 
・幼児教育と義務教育の円滑な接続、地域との連携のもと、幼児期からの非認知能力の育
成をとおして、人格形成の根幹となる豊かな情操や道徳心、正義感、責任感、自他の生
命の尊重、他者への思いやり、自己肯定感、人間関係を築く力、社会性、心身の健康な
どを育む取り組み、人権尊重都市品川宣言に基づく人権尊重教育の推進、児童・生徒の
体力向上を図ります。 
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方針 4 主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成 

目指す姿 

● 子どもたちは、社会と向き合う態度・価値観をもち、自ら考え主体的に責任をもって
行動する力、他者とともに持続可能な共生社会づくりに貢献できる力、未来の社会をよ
くするために何か行動しようとする資質・能力を身に付けています。 

● 自然環境や脱炭素をはじめとする地球規模の諸問題について自らの課題として考え、
具体的に行動することができる力を身に付けた子どもたちが育っています。 

＜手法等＞ 
・これからの社会を生き抜く上で、自ら考え、主体的に行動し、責任をもって社会変革を
実現していく力が大切な時代となる中、区独自教科「市民科」、自分の将来を考え実現
する方法を学ぶキャリア発達の支援、主体的・対話的で深い学びの視点による教育の実
践、子どもたちの意見を聴く機会の確保などの取組を進めます。 

  方針 5 グローバル・イノベーションを担う人材育成、職業実践力の育成 

目指す姿 

● 豊かな語学力、異文化・多様性理解、国際貢献の精神、好奇心・創造性・開かれた考え方を
身に付けた子どもたちが育っています。 

●  異なる文化・価値観を乗り越えて他者と上手に関係を構築し、協力するコミュニケーション能
力を身に付けた子どもたちが育っています。 

● 社会の仕組みや地域社会における個人の役割を学ぶとともに、リテラシー（多様な情
報を読み、解釈し、意味づけしコミュニケーションを取る能力）やニューメラシー（生
活に必要な様々な情報を活用し、解釈し、計算する能力）を身に付け、自分の人生を豊
かにし、Society5.0 の中で新しい価値を創造する意欲と力を備えた子どもたちが育って
います。 
＜手法等＞ 

・グローバル化（国際化）が進む社会の中で、身近な文化・歴史の体験学習、語学研修派
遣、９年間の系統的・実践的な区独自の英語教育などの取組を進めます。 

・民間企業と連携した本物に近い経済活動体験、学校ごとの特色を活かした主体的・対話
的で深い学びを実践する授業を推進します。 

方針 6 学校・家庭・地域の連携・協働による教育 

目指す姿 

● 学校・家庭・地域の人々と共に、自らも地域における共生社会の担い手として主体的
に協力・参画し、相互に良い影響を及ぼすことのできる子どもたちが育っています。 

＜手法等＞ 
・家庭教育支援、学校ごとの品川コミュニティ・スクールの充実、幼児教育と義務教育と
の円滑な接続・連携を図るとともに、地域の多様な資源を生かした子どもが安心して過
ごせる居場所づくり、子どもたちの意見を聴く機会の確保等を進めます。 

・学校地域コーディネーターを通じた地域との連携により社会に開かれた学校づくりを推 
進します。 
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柱２ 誰一人取り残さないきめ細やかな教育 

 

 方針 7 ダイバーシティ＆インクルージョンに根差した教育 

目指す姿 

● すべての子どもたちがよりよくあるために互いを認め合い、一人ひとりの能力と可能
性を最大限に伸ばすことのできる教育が実現しています。 

＜手法等＞ 
・子どもたちの多様な教育ニーズに応えるため、すべての子どもたちがお互いの違いを認
め合い、高め合う協働的な学び（ダイバーシティ&インクルージョン）を基本とした不登
校対策や特別支援教育の充実を図るとともに、子どもの学びが途切れない多様な学習の
在り方の確保、安心できる居場所づくり、幼児教育と義務教育における継続的な支援、
専門的人材の確保、福祉分野との連携などの取組を進めます。 

・いじめ根絶宣言および体罰根絶宣言の考え方を基本に、品川学校支援チーム HEARTS に
おける専門性ある多職種の連携、いじめ予防プログラムなどの取組をとおして、いじめ
を許さない学校づくりと子どもたちの尊厳が守られる教育が実現しています。 

 

 方針 8 社会・経済状況によらない教育の実現 

目指す姿 

● 子どもたちの将来の夢を実現する力と社会を変革する力が育まれるよう、経済的理由
や社会状況により就学の機会が損なわれることなく、すべての子どもたちが平等に質の
高い教育を受けることができています。 

＜手法等＞ 
・給食費や教材費の無償化、災害時における教育活動の継続に向けた体制構築や、日本語
指導が必要な児童・生徒の支援を図ることで、社会・経済状況に左右されずに教育を受
けることのできる環境づくりを進めます。 

 

 方針 9 充実した生涯学習・社会教育の機会の確保 

目指す姿 

● 地域の歴史と文化を継承する担い手となり、世代を超えてお互いがつながり、地域と
社会を自ら創造する意識が区民に浸透しています。 

 ＜手法等＞ 
・貴重な文化財の保存・活用と生涯の豊かな学びを支える図書館の機能強化による学習環
境の構築を進めます。 
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柱３ 学びを支える教育体制の確保 

 

 方針 10 教職員の養成およびサポート・指導体制の確保 

目指す姿 

● 学び続ける教員が養成され、新しい時代の幼児教育・義務教育を先取りする区独自の
学校運営が実現しています。 

 ＜手法等＞ 
・新たな学びを担う優れた教員の養成を図るとともに、区独自の教育施策の企画・具現化
や喫緊の教育課題の解決など、区の教育を担う質の高い区固有教員の確保および能力育
成に努めます。 

・スクール・サポート・スタッフ、副校長補佐、エデュケーションアシスタントなどの配
置による教員の業務支援をはじめとした学校の働き方改革、教員一人ひとりのキャリア
に応じた資質・能力の向上を図る研修機会の確保を通して、教職員が心身ともに健康で
生き生きとやりがいを感じながら職務に取り組むことのできる環境づくりを進めます。 

 方針 11 教育 DX に向けた ICT 環境の整備 

目指す姿 

● ICT の活用が日常化し、すべての子どもたちと教職員にとって魅力があり、学習効果
の高い教育ができています。 

＜手法等＞ 
・進化するテクノロジーと教職員の経験を組み合わせた指導を進めるとともに、教職員の
指導力向上と負担軽減を図る計画的な ICT 環境の整備と活用を図ります。 

・Wi-Fi 通信を介さず、どこにいても利用可能な１人１台端末を活用し、ICT 環境の側面 

においても誰一人取り残さず、途切れることがない教育を推進します。 

 方針 12 安全・安心な教育環境の整備 

目指す姿 

● ハード・ソフトの両面における安全で安心な教育環境の中で、子どもたちが常に新し
い時代の学びを享受することができるようになっています。 

＜手法等＞ 
・就学人口の増加や地域バランス等を踏まえた教育施設の修繕・改築と防災機能の充実な
どの一体的な推進および、地域全体で子どもたちを見守る体制の構築を進めます。 

 ・各家庭・PTA 等の学校支援団体・地域の方々とともに、83 運動（※8）を推進します。 

                                                      
8 登下校時間である午前８時と午後３時を中心に日常生活を通じて子どもの見守り活動を行う地域の取り組み 
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６ 本計画と SDGs 
本計画で定める施策推進における12の方針はSDGs（持続可能な開発目標）の達成に資する

ものです。12の方針がめざす主なSDGs17の目標（ゴール）は次の通りです。 

 

基本的な柱  施策推進における12の方針 SDGs17の目標（ゴール） 

柱１ 

一人ひとりの

資質・能力を育

成する教育 

１ 幅広い知識・専門的能力の育成 

  

２ 確かな学力の育成 

 

３ 豊かな心・健やかな身体の育成 

 

４ 
主体的に社会の形成に参画す

る態度の育成・規範意識の醸成 

  

５ 

グローバル・イノベーションを

担う人材育成、職業実践力の育

成 
  

６ 
学校・家庭・地域の連携・協働

による教育 

  

柱２ 

誰一人取り残

さない 

きめ細やかな

教育 

７ 
ダイバーシティ＆インクルー

ジョンに根差した教育 

   

８ 
社会・経済状況によらない教育

の実現 

  

９ 
充実した生涯学習・社会教育の

機会の確保 
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基本的な柱  施策推進における12の方針 SDGs17の目標（ゴール） 

柱３ 

学びを支える

教育体制の確

保 

10 
教職員の養成およびサポート・

指導体制の確保 

  

11 教育DXに向けたICT環境の整備 

 

12 安全・安心な教育環境の整備 

  

 

SDGs（持続可能な開発目標）とは 

 

SDGsは「Sustainable Development Goals」 の略であり、2015（平成27）年９月の国連サミット

で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核を成す、2030（令和12）年を年

限とする開発目標であり、先進国を含む国際社会共通の目標です。 

SDGsは持続可能な世界を実現

するための17の目標（ゴール）か

ら構成され、「誰一人として取り

残さない」社会の実現をめざし、

経済・社会・環境をめぐる広範囲

な課題に対する総合的な取り組

みが示されています。 

 

 

 

SDGs17 の目標（ゴール）  

１ 貧困をなくそう 10 人や国の不平等をなくそう 

２ 飢餓をゼロに 11 住み続けられるまちづくりを 

３ すべての人に健康福祉を 12 つくる責任つかう責任 

４ 質の高い教育をみんなに 13 気候変動に具体的な対策を 

５ ジェンダー平等を実現しよう 14 海の豊かさを守ろう 

６ 安全な水とトイレを世界中に 15 陸の豊かさも守ろう 

７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに 16 平和と公正をすべての人に 

８ 働きがいも経済成長も 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう  
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（白紙ページ） 
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第４章 計画の推進 
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１ 進行管理 
本計画の施策の実施にあたっては、毎年度、主要な施策や事務事業の取組状況について、

学校の状況、子ども・保護者の意見、地域の意見、教育データ・指標等を把握しながら点

検・評価を行い、目指すべきビジョンを実現するための課題や取組の改善点を明らかにし

て、効果的な教育行政の一層の推進を図ります。 

▼PDCA サイクルによる進行管理のイメージ 

 

 

 

 

◇事務事業の評価・公表 
区教育委員会の事務事業については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ

き、毎年度、外部有識者を交えて評価を行います。この事務事業評価を通じて本計画に基

づき実施する事務事業の評価を行い、その結果を「教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価の結果報告書」として、区ホームページで公表します。 

 

◇児童・生徒アンケート、保護者アンケートの実施 
区における教育施策の成果を検証するため、毎年度、児童・生徒アンケート（区立学校に

通う２年生以上の全児童・生徒）および保護者アンケート（区立学校に通う全児童・生徒の

保護者）を実施し、調査結果を教育施策・事業の改善に役立てます。 

 

Plan（立案）

Do（実施）

Check（評価）

Action（改善） より効果的・効率的な施策推進 

に向けた継続的な見直し 
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２ 主な取り組み事例 

方針１ 幅広い知識・専門的能力の育成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方針２ 確かな学力の育成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特色ある教育活動の推進 

■事務事業の概要■ 
【対象】区立小学校・中学校・義務教育学校 
【目的】前年度に各学校から提出された予算計画書に基づき、各学校長のビジョン

に基づいた特色ある教育活動を推進し、成果基盤型の学校経営の実現を図
る。 

【内容・手法等】 
各学校における教育内容の特色に応じた教育環境の整備を図る。 

予算の一部を学校に配当し学校にて執行している。 

城南小学校における特色ある教育活
動「『品川区の移り変わり』を学ぶ授
業」の様子。地域の方から昔の品川区
の様子や生活様式について話を聞き、
調べ学習により理解を深め、目指して
いく品川区の姿を皆でスローガンにま
とめるなど、従来の受け身の授業では
なく、「主体的、対話的で深い学び」
に繋がる授業に取り組んでいます。 

市民科の推進 

■事務事業の概要■ 
【対象】区立小学校・中学校・義務教育学校 
【目的】品川区立学校教育要領に基づき、教養豊かで品格のある人間形成を目指

し、区独自教材の活用や体験的な活動等をとおして指導の充実を図る。 
【内容・手法等】 

市民科により育成する力を「７つの資質」「５つの領域・１５の能力」とし
て具体的に定め、５つのステップ（１把握→２認識→３習得→４実践→５深
化）をとおした指導を行うことで、児童・生徒の確かな理解と日常における
実践力の向上を図る。 

大井第一小学校では市民科の「一貫
プラン」として５・６年生による異学
年探究学習を設定し、「よりよい社会
へ」という単元の学習を行っていま
す。「理想の社会とは」について話し
合い、自分たちで出し合った多様な考
えを分析したり、社会で働く方々の話
を聞いて考えを深めたりと、探究的な
学習を発展的に進めています。 
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方針３ 豊かな心・健やかな身体の育成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多様性理解・多文化共生推進事業 

■事務事業の概要■ 
【対象】区立幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校 
【目的】令和 7年度デフリンピック開催（東京）を契機に、障害者理解（多様性理

解）や日本文化・スポーツ体験等（多文化共生）の推進を図る。パラスポー
ツ体験授業、アスリートとの交流、大使館との交流等の経験をとおして、多
様性理解・多文化共生の推進に生かしていく。 

【内容・手法等】 
① しながわ多様性理解・多文化共生推進事業（各種体験教室・講演会等の実

施） 
② ブラインドサッカー体験（生徒・教職員研修） 

多様性理解・多文化共生推進事業を
とおして、児童・生徒の他者への思い
やり、自己肯定感の充実度や満足度
（主観的なウェルビーイング）の向上
を図っています。教員自身が障害者理
解を深めるとともに、品川区の教育施
策への理解、児童・生徒理解、指導方
法の工夫・改善を図ることを目的とし
た研修を実施しています。 

ジョイント期における幼児教育と義務教育の円滑な接続に向けた取り組み  

■事務事業の概要■ 
【対象】区立保育園・幼稚園・小学校・義務教育学校（前期課程） 
【目的】全ての子どもが格差なく質の高い学びへと接続できるよう、幼児期及び保

幼小（義務教育学校前期課程）接続期の教育の質を保障する。 
【内容・手法等】 

幼児期から児童期の育ちを共有し、幼稚園・小学校の両者で、それぞれの
発達や成長に応じたねらいをたて、互恵性のある活動を計画・実施する。ま
た子どもの育ちや学びの姿をつなげていけるよう、幼小合同での研究会・研
修会・各園学校間での連絡会等を実施する。 

八潮わかば幼稚園における保幼小
（義務教育学校）連携・交流の様子。
５歳児と小学校 1 年生がそれぞれのね
らいをもち、交流活動を行っていま
す。幼児は小学校の生活や環境に触
れ、小学生への親しみや憧れや学校生
活への期待をもつ機会になっていま
す。小学生は幼児と関わることで、新
たな気付きや発見をし、学習に役立つ
体験になっています。 
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方針４ 主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

しながわドリームジョブ 

しながわドリームジョブでは、児童・生
徒が様々な分野の職業に就いている方の話
を聞き、様々な職業について興味をもち、自
分の将来について考え、実現させるための具
体的な方法を学びます。本事業を通じて、
多様な社会人の方々から「仕事」「職業」
「生き方」等についての話を伺い、地域
とのかかわりの中で社会の一員としての
自らの将来や、その実現のための方策を
考え、主体性を育んでいます。 

■事務事業の概要■ 
【対象】５年生以上の区立学校児童・生徒 
【目的】児童・生徒が様々な職業に就いている方の話を聞くことで、様々な職業に

興味をもち、将来について考え、実現するための具体的な方法を学ぶととも
に、学校と学校支援地域本部・学校支援ボランティアが協力して事業を実施
していくことで、地域連携を進める。 

【内容・手法等】 
希望する学校で実施。地域で様々な職業に就く方々が講師となり、その職

業に就くために必要なことや、仕事のやりがいなどを話す。児童・生徒はそ
の中から興味のある職業を選択し、講師の話を聞き、質問をする。 
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音声コード 音声コード 

方針５ グローバル・イノベーションを担う人材育成、職業実践力の育成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スチューデント・シティ、ファイナンス・パーク 

【対象】区立学校５年生（スチューデント・シティ） 
区立学校８年生（ファイナンス・パーク） 

【目的】学校で学んだ知識と自らの生活を有機的に関連させる学習として、市民科
学習の５年生および８年生の将来設計領域に単元として導入している。 

【内容・手法等】 
公益社団法人ジュニアアチーブメント日本のプログラムを使い本物に近い

経済活動体験を通して学習効果を高める。事前学習に８時間設定し、体験学
習を行うために必要な経済や金融に関する基礎的な知識や技能を学ぶ。その
後のカリキュラムとして、会社の経営側と消費者を同時に体験する。全 15 時
間のプログラムである。（令和４年度より、ファイナンス・パークはオンライ
ンで実施、スチューデント・シティはリニューアルオープンした。） 

スチューデント・シティの様子。品
川学園に設置する経済活動体験施設に
おいて、実在する企業や区役所の仕事
と消費者としての活動を同時に体験
し、自分たちの生活が人々がそれぞれ
の役割を分担し、お互いに支えあう
「共生社会」の上に成り立つことを理
解し、学習しています。 

品川英語力向上推進プラン 

【対象】区立小学校・中学校・義務教育学校 
【目的】英語を１年生から学ぶことで、英語によるコミュニケーション能力の向上

を図り、国際理解に必要な主体性や積極性を養う。 
【内容・手法等】 

１～２、７～９年生には ALT（外国語指導助手）、３～６年生には JTE（英
語専科指導員）を配置し、教員とのチームティーチングによる授業を行って
いる。区独自カリキュラムに加え、国の教材や教科書も導入し、５・６年生
で年間 70時間の授業を行っている。また、４年生を対象に英語を使用した体
験活動「ジュニア・イングリッシュキャンプ」を実施している。 
７～９年生では、授業内に海外の講師とマンツーマンの英会話レッスンを

行っている。その他にも、７・８年生を対象としたネイティブ外国人講師に
よる放課後レッスン「品川区グローバル人材育成塾」を週１回実施し、レッ
スン受講の希望者を対象として「イングリッシュキャンプ（宿泊型）」を行っ
ている。令和元年度からは「TOKYO GLOBAL GATEWAY BLUE OCEAN」での日帰り
型も実施している。 

「品川区イングリッシュキャンプ
（宿泊型）」の様子。（希望者・抽選
による） 

オールイングリッシュでの３日間
の活動を通して、異なる文化や価値
を超えて周囲と関係性を構築し、協
力するためのコミュニケーション能
力を身に付けています。 



 

45 

音声コード 音声コード 

方針６ 学校・家庭・地域の連携・協働による教育 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域とともにある学校づくり 

■事務事業の概要■ 
【対象】区立小学校・中学校・義務教育学校 
【目的】学校と地域住民が一体となって、継続性を保ちながら、教育活動の改善や  

児童・生徒の健全育成に取り組む。 
【内容・手法等】 

平成 30 年度より、全区立学校を「品川コミュニティスクール」に指定し、
地域の方々に学校運営に参画していただく「校区教育協働委員会」と教育活
動を支援する「学校支援地域本部」を設置した。校区教育協働委員会は、保
護者、地域住民、学識経験者等を委員として、学校運営の基本方針の承認、
教育活動の評価、学校支援活動の企画・調整を行い、学校支援地域本部は、
学校地域コーディネーターや学校支援ボランティア等で構成され、品川地域
未来塾や地域・学校の特色に応じた教育活動の充実に向け、様々な学校支援
を行う。 

荏原第一中学校での「品川コミュニテ
ィ・スクール DAY」の様子。地域の大人
と生徒が輪になり、様々なテーマについ
て意見を交換します。地域への愛着やコ
ミュニケーション能力を育むことを目的
としたこの取組を通して、たくさんの笑
顔が見られました。 

部活動の地域移行等の推進 

■事務事業の概要■ 
【対象】５年生以上の区立学校児童・生徒 
【目的】児童・生徒の多様な体験機会を確保するとともに、部活動を持続可能な取

組として、教員の働き方改革による学校教育の質の向上を図る。 
【内容・手法等】 

協議会を開催し、部活動の地域移行のあり方等を総合的に検討する。学校
部活動に民間委託を導入し、各学校に学校部活動アシスタントコーディネー
ターの配置を行うことで指導者を確保し、部活動の持続性を担保するととも
に、教員の働き方改革の推進を図る。地域部活動の実施により、学校部活動
にない部活動など、子どもたちに多様な体験機会を確保する。 

令和６年度より、部活動指導の一部を
民間委託し、専門性の高い指導者による
部活動指導を実施しています。 

また、改革推進期間（令和７年度ま
で）は、ダンス部、ラグビー部、ホッケ
ー部の３つの地域部活動を行います。地
域の民間企業や関係機関と連携しなが
ら、子どもたちが地域社会とのかかわり
を通じて、自己実現や地域への愛着をも
てる人材を育成していきます。 
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方針７ ダイバーシティ＆インクルージョンに根差した教育 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発達障害教育支援員の配置 

■事務事業の概要■ 
【対象】小学校・義務教育学校（前期課程） 
【目的】発達障害等（自閉症、情緒障害、学習障害および注意欠陥多動性障害）の

ある児童が安心して円滑に在籍学級での学習を継続できるよう通常の学級に
おいて、必要な支援を行い、より充実した学校生活が送れるようにする。 

【内容・手法等】 
毎日１名の支援員が配置され、学級担任をはじめ訪問指導教員と共有した

情報を基に、一人ひとりの子どもの状況に応じて寄り添った支援を行ってい
る。特別支援教室を利用している子どもは、在籍学級でも支援を受けられる
ことで、特別支援教室での指導の成果を日常的に発揮することができる。 

各支援員がよりよい支援を行うこと
ができるよう研修会を実施していま
す。発達障害への理解や一人ひとりの
子どもの困難に応じた具体的な支援な
どを知る機会としています。また、実
際に行っている各学校での支援の状況
を情報共有することで、今後の支援に
つなげていくことができるようにして
います。 

不登校支援（メタバースを活用した学習支援） 

■事務事業の概要■ 
【対象】学校、品川区教育支援センター「マイスクール」または民間施設のフリー

スクール等に通っていない児童・生徒 
【目的】多様な学びの一環として、オンライン仮想空間上での学習支援をとおし

て、不登校児童・生徒の社会的自立を目指す。 
【内容・手法等】 

オンライン上の仮想空間を活用した居場所と学習の機会を確保し、コミュ
ニケーション活動、オンライン学習教材の提供、オンライン授業などを実施
することで、個々の状況に合わせた学びの場を提供する。 

オンライン空間上での授業の様子。
メタバース技術を使用し、児童・生徒
はオンライン上に用意した教室で交流
したり、授業を受けることが可能とな
りました。学校やマイスクールと合わ
せて多様な学びの在り方を認め推進
し、児童・生徒の学びを止めない教育
を進めています。 
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方針８ 社会・経済状況によらない教育の実現 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方針９ 充実した生涯学習・社会教育の機会の確保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本語指導が必要な児童・生徒の支援 

■事務事業の概要■ 
【対象】海外からの帰国児童・生徒、海外から来日した外国籍の児童・生徒など 
   日本語指導が必要な児童・生徒 
【目的】児童・生徒が日本の生活習慣および学習習慣に速やかに適応し、学校生活

および社会生活を円滑に営むことができる能力を育成する。 
【内容・手法等】 

山中小学校と八潮学園の空き教室において、日本語能力の習得を進めるた
めの言語指導や、対象者の実態に応じた教科への適応指導を行う。日本語指
導教室委託（NPO 法人 IWC 国際市民の会）。 

山中小学校の日本語指導教室で行わ
れている指導の様子。児童・生徒は在
籍校から週３回程度日本語指導教室に
通い、日本語を学びます。 

日本語指導講師によるきめ細かな指
導を通じ、母語や文化を大切にしなが
ら早期に日本語能力を習得し、どのよ
うな状況にあっても全ての児童・生徒
が円滑な学校生活を送ることができる
ための取り組みを推進しています。 

ティーンズ世代の読書活動推進  

■事務事業の概要■ 
【対象】主に中学生段階・高校生世代 
【目的】読書離れが懸念されるティーンズ世代向けに読書の楽しさや魅力を伝え

る。 
【内容・手法等】 

各図書館にてティーンズ向け図書コーナーを設置する他、ティーンズ向け
事業（POP コンテスト、ビブリオバトル等）の実施、ティーンズボランティア
の受け入れ等を行う。 

ティーンズ世代が作成した本の POP
のコンテストを行っています。 

応募作品の中から審査を通過した
POP を、区立図書館で掲示し、来館者
に一番読んでみたくなった POP に投票
していただき、最優秀賞を決定してい
ます。 

本を読んで感じたこと、伝えたいこ
とを表現する喜びを得られるととも
に、多くの人に読書の楽しさを伝える
イベントです。 
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方針１０ 教職員の養成およびサポート・指導体制の確保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方針１１ 教育 DX に向けた ICT 環境の整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

固有教員の採用 

■事務事業の概要■ 
【対象】区固有教員 
【目的】一貫教育など品川区教育施策の推進 
【内容・手法等】 

区の教育施策の原動力となる高い志をもった者を採用する。他地区への異
動がなく、区独自の教育施策への理解を深めた教員を配置することで、一貫
教育を推進する。都主催研修への参加機会を確保するとともに、自己啓発の
ための書籍購入費等の補助、通所研修による重要施策の研究、外部専門研修
の受講、異校種免許の取得推進等、区独自の補助を行い、固有教員の資質や
能力の向上を図る。 

区独自の教育施策の企画・具現化、学
校組織体制の強化、高い専門性が必要と
なる教育課題への対応という品川教育の
さらなる推進のため、推進リーダーの役
割を果たす固有教員を採用しています。
今後、段階的に増員していく予定であ
り、固有教員の魅力を積極的に PRして
人材の確保に努めていくとともに、各種
研修機会や助成制度の充実により資質・
能力の向上を図っていきます。 

学校 ICT の推進 

■事務事業の概要■ 
【目的】児童・生徒が ICT 機器を活用することを通じ、進化する情報社会への適応

力（情報リテラシー）を定着させるとともに学習意欲の向上を図る。 
【内容・手法等】 

① 児童生徒１人１台専用端末の ICT 環境整備 
    「GIGA スクール構想」の実現に向け、すべての児童・生徒に 1人 1 台のタ

ブレット端末を配備した。今後、タブレット端末を活用した学習活動を推進
していく。 

② 教室用 ICT 機器整備の充実 
    普通教室等へ整備した電子黒板機能付プロジェクタ・書画カメラ・教師用

ノートパソコン・デジタル教科書等を活用し、より質が高く、分かりやすい
授業を実践している。 

児童生徒が授業でタブレット端末に
入力している様子。 

ICT 機器を配備することにより、場
所を問わず継続した学習環境を確保で
きるようになり、一人ひとりの資質・
能力をより効果的に育成できる教育環
境を実現しています。 
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方針１２ 安全・安心な教育環境の整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校改築の計画的な推進 

現在改築工事中の源氏前小学校の竣
工イメージ。 

老朽化が進み更新時期を迎えている
学校施設について、計画的に改築を行
っています。児童・生徒が安全・安心
に学習できるとともに、地域に開かれ
防災や交流の拠点となる学校づくりを
進めます。 

■事務事業の概要■ 
【対象】改築未着手校 
【目的】学校施設の老朽化や就学人口の増加等に対応するため、計画的に学校改築

を推進し、児童・生徒が安全で快適な学校生活を送れるよう、良好な学習環
境を整備する。 

【内容・手法】 
  ①敷地測量、②基本設計、③実施設計、④校舎等改築工事 
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（白紙ページ） 
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（１）子どもワークショップからの意見 

（子どもたちの意見を分類して記載）（実施後に追加） 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

  

ワークショップ等の様子（写真） ワークショップ等の様子（写真） 

ワークショップ等の様子（写真） ワークショップ等の様子（写真） 
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（２）品川区教育振興基本計画策定委員会 設置要綱 

（最終案に記載） 

 
 

（３）品川区教育振興基本計画策定委員会 委員名簿 

（最終案に記載） 

 
 

（４）品川区教育振興基本計画 検討経過 

（最終案に記載） 
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